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◎「令和８年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金交付要綱」新旧対照表 

傍線部分は改正箇所 

新 旧 

 

別紙 

 

令和８年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金交付要綱 

 

（通則） 

１ 令和８年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金については、予算の範囲内

において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

（昭和 30年法律第 179号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

施行令（昭和 30年政令第 255号。以下「令」という。）及び厚生労働省所管補

助金等交付規則（平成 12年厚生省労働省令第６号）の規定によるほか、この交

付要綱の定めるところによる。 

 

２ （略） 

 

（交付の対象） 

３ この補助金は、令和８年○月○日保発○○第○号厚生労働省保険局長通知の

別紙「令和８年度高齢者医療制度円滑運営事業実施要綱」に基づき健保組合、

協会、中央会、協議会及び健康会議が行う事業を交付の対象とする。 

 

４～５ （略） 

 

（申請手続） 

６ この補助金の申請手続は、次により行うものとする。 

（１） 協議会の場合 

① 様式２による申請書に関係書類を添えて、都道府県知事が定める日ま

でに都道府県知事に提出して行うものとする。 

② 都道府県知事は、①の申請書を受理し、これを審査し適正と認めたと

きは、様式１による申請書に関係書類を添えて、令和８年６月末日まで

に厚生労働大臣に提出するものとする。 

（２） 健保組合、協会、中央会又は健康会議の場合 

 

別紙 

 

令和７年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金交付要綱 

 

（通則） 

１ 令和７年度高齢者医療制度円滑運営事業費補助金については、予算の範囲内

において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

（昭和 30年法律第 179号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律

施行令（昭和 30年政令第 255号。以下「令」という。）及び厚生労働省所管補

助金等交付規則（平成 12年厚生省労働省令第６号）の規定によるほか、この交

付要綱の定めるところによる。 

 

２ （略） 

 

（交付の対象） 

３ この補助金は、令和７年４月１日保発 0401 第１号厚生労働省保険局長通知 

の別紙「令和７年度高齢者医療制度円滑運営事業実施要綱」に基づき健保組

合、協会、中央会、協議会及び健康会議が行う事業を交付の対象とする。 

 

４～５ （略） 

      

（申請手続） 

６ この補助金の申請手続は、次により行うものとする。 

（１） 協議会の場合 

① 様式２による申請書に関係書類を添えて、都道府県知事が定める日まで

に都道府県知事に提出して行うものとする。 

② 都道府県知事は、①の申請書を受理し、これを審査し適正と認めたとき

は、様式１による申請書に関係書類を添えて、令和７年６月末日までに厚生

労働大臣に提出するものとする。 

（２） 健保組合、協会、中央会又は健康会議の場合 
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様式２による申請書に関係書類を添えて、令和８年６月末日までに厚生

労働大臣に提出するものとする。 

 

（変更申請手続） 

７ この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付

申請等を行う場合には、６に定める申請手続に従い、令和８年 11月末日までに

行うものとする。 

 

８～14 （略） 

 

 

様式２による申請書に関係書類を添えて、令和７年６月末日までに厚生

労働大臣に提出するものとする。 

 

（変更申請手続） 

７ この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付

申請等を行う場合には、６に定める申請手続に従い、令和７年 11月末日までに

行うものとする。 

 

８～14 （略） 
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様式１ 

 

様式１ 
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様式２ 

 

様式２ 
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様式２別紙１ 

 

様式２別紙１ 

 

組
合

コ
ー

ド

（
単

位
：

円
）

基
準
額

対
象

経
費

支
出

予
定

額
寄
附
金
そ
の
他
の

収
入
額
（
見
込
）

差
引
額

国
庫

補
助

金
基

本
額

国
庫

補
助

金
所

要
額

国
庫

補
助

金
既

交
付

決
定

額
差

引
追

加
交

付

（
一

部
取

消
）

申
請

額

Ｂ
－

Ｃ
の

額
Ａ

と
Ｄ

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額

Ｅ
に

１
／

３
を

乗
じ

た
額

の

千
円

未
満

を
切

り
捨

て
た

額
Ｆ

－
Ｇ

の
額

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ

Ｇ
Ｈ

３
　

E
欄

に
つ

い
て

は
、

A
欄

の
額

と
D
欄

の
額

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

様
式

２
別

紙
１

令
和

７
年

度
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

　
所

要
額

調
書

（
保

険
者

に
よ

る
糖

尿
病

性
腎

症
患

者
等

の
重

症
化

予
防

事
業

）

補
助

事
業

者
名

２
　

D
欄

に
つ

い
て

は
、

B
－

C
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

事
　
業
　
区
　
分

保
険

者
に

よ
る

糖
尿

病
性

腎
症

患
者

等
の

重
症

化
予

防
事

業
 

１
　

組
合

コ
ー

ド
に

つ
い

て
は

、
補

助
事

業
者

が
健

康
保

険
組

合
の

場
合

の
み

記
載

す
る

こ
と

。

４
　

F
欄

に
つ

い
て

は
、

E
欄

の
額

に
補

助
率

（
１

／
３

）
を

乗
じ

た
額

の
千

円
未

満
を

切
り

捨
て

た
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

５
　

G
欄

及
び

H
欄

に
つ

い
て

は
、

交
付

要
綱

の
７

に
よ

る
変

更
申

請
手

続
の

他
は

斜
線

を
引

く
こ

と
。

６
　

H
欄

に
つ

い
て

は
、

F
－

G
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。
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様式２別紙１（内訳） 

 

様式２別紙１（内訳） 

 

様
式

２
別

紙
１

（
内

訳
）

基
準
単
価
（
円
）

所
要
額
（
円
）

基
準
単
価
（
円
）

所
要
額
（
円
）

１
式

×
＝

１
式

×
＝

人
72,000

人
72,000

１
式

×
＝

１
式

×
＝

人
69,000

人
69,000

１
式

×
＝

１
式

×
＝

人
3,000

人
3,000

１
式

×
＝

人
人

１
式

×
＝

別
紙

１
　

Ａ
欄

へ
別

紙
１

　
Ｂ

欄
へ

基
準
額

（
別
紙
１
　
Ａ
欄
の
内
訳
）

（
別
紙
１
　
Ｂ
欄
の
内
訳
）

合
計
額
（
円
）

負
担
金

（
通
信
運
搬
費
、
手
数
料
、
保
険
料
）

６
年

度
保

健
指

導
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
の

み
を

実
施

す
る

も
の

委
託
料

使
用
料
及
び
賃
借
料

備
品
購
入
費

報
酬
、
共
済
費
、
賃
金
、
報
償
費

旅
費

６
年

度
保

健
指

導
の

フ
ォ

ロ
ー

ア
ッ

プ
の

み
を

実
施

す
る

も
の

７
年

度
中

に
保

健
指

導
の

み
を

実
施

す
る

も
の

７
年

度
中

に
保

健
指

導
か

ら
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

ま
で

実
施

す
る

も
の

７
年

度
中

に
保

健
指

導
か

ら
フ

ォ
ロ

ー
ア

ッ
プ

ま
で

実
施

す
る

も
の

需
用
費

７
年

度
中

に
保

健
指

導
の

み
を

実
施

す
る

も
の

（
消
耗
品
費
、
燃
料
費
、
印
刷
製
本
費
、
光
熱
水
費
、
修
繕
料
）

役
務
費

（
保

険
者

に
よ

る
糖

尿
病

性
腎

症
患

者
等

の
重

症
化

予
防

事
業

）

令
和

７
年

度
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

　
経

費
別

内
訳

合
計
額

（
円
）

実
施
人
員
（
人
）

対
象
経
費
支
出
予
定
額

実
施
人
員
（
人
）

糖
尿
病
性
腎
症

生
活
習
慣
病

内
訳
（
円
）
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様式２別紙２ 

 

様式２別紙２ 

 

様
式
２
別
紙
２

（
単

位
：

円
）

基
準
額

対
象
経
費

支
出
予
定
額

寄
附

金
そ

の
他

の
収

入
額

（
見

込
）

差
引
額

国
庫
補
助
金

基
本
額

国
庫
補
助
金

所
要
額

国
庫
補
助
金

既
交
付
決
定
額

差
引

追
加

交
付

（
一

部
取

消
）

申
請

額

B
－

C
の

額
下

記
３

を
参

照
E
の

千
円

未
満

を
切

り
捨

て
た

額
F
－

G
の

額

A
B

C
D

E
F

G
H

○
○
○
事
業

補
助

事
業

者
名

事
　
業
　
区
　
分

２
　

D
欄

に
つ

い
て

は
、

B
－

C
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

３
　

E
欄

に
つ

い
て

は
、

事
業

区
分

が
｢
保

険
者

協
議

会
中

央
連

絡
会

開
催

事
業

｣
の

場
合

は
、

A
欄

の
額

と
D
欄

の
額

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
に

補
助

率
(
1
/
2
)
を

乗
じ

た
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

事
業

区
分

が
「

日
本

健
康

会
議

開
催

等
事

業
」

の
場

合
は

、
A
欄

の
額

と
D
欄

の
額

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

４
　

F
欄

に
つ

い
て

は
、

E
欄

の
額

の
千

円
未

満
を

切
り

捨
て

た
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

５
　

G
欄

及
び

H
欄

に
つ

い
て

は
、

交
付

要
綱

の
７

に
よ

る
変

更
申

請
手

続
の

ほ
か

は
斜

線
を

引
く

こ
と

。

６
　

H
欄

に
つ

い
て

は
、

F
－

G
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。 令
和

７
年

度
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

　
所

要
額

調
書

（
○

○
○

事
業

）

１
　

括
弧

内
及

び
事

業
区

分
の

欄
に

つ
い

て
は

、
以

下
の

事
業

名
の

い
ず

れ
か

を
記

載
す

る
こ

と
。

　
　

・
保

険
者

協
議

会
中

央
連

絡
会

開
催

事
業

　
　

・
日

本
健

康
会

議
開

催
等

事
業
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様式２別紙２（概要） 

 

様式２別紙２（概要） 
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様式２別紙２（内訳） 

 

様式２別紙２（内訳） 
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様式２別紙３ 

 

様式２別紙３ 
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様式２別紙３（概要） 

 

様式２別紙３（概要） 
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様式２別紙３（内訳） 

 

様式２別紙３（内訳） 
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様式３ 

 

様式３ 
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様式４ 

 

様式４ 
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様式５ 

  

様式５ 
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様式５別紙１ 

 

様式５別紙１ 

 

組
合

コ
ー

ド

Ｂ
－

Ｃ
Ａ

と
Ｄ

を
比

較
し

て

少
な

い
方

の
額

Ｅ
に

１
／

３
を

乗
じ

た
額

の

千
円

未
満

を

切
り

捨
て

た
額

Fと
Gの

少
な

い

方
の

額
Ｈ

－
I

Ａ
Ｂ

Ｃ
Ｄ

Ｅ
Ｆ

Ｇ
Ｈ

I
 

Ｊ

３
　

E
欄

に
つ

い
て

は
、

A
欄

の
額

と
D
欄

の
額

を
比

較
し

て
少

な
い

方
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

５
　

H
欄

に
つ

い
て

は
、

実
際

に
交

付
を

受
け

た
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

様
式

５
別

紙
１

令
和

７
年

度
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

　
精

算
額

調
書

（
保

険
者

に
よ

る
糖

尿
病

性
腎

症
患

者
等

の
重

症
化

予
防

事
業

）

国
庫

補
助

金
所

要
額

事
　
業
　
区
　
分

対
象

経
費

支
出

額

保
険

者
に

よ
る

糖
尿

病
性

腎
症

患
者

等
の

重
症

化
予

防
事

業

差
引

過
（

△
）

不
足

額

（
単

位
：

円
）

基
準
額

６
　

I
欄

に
つ

い
て

は
、

F
欄

と
G
欄

の
少

な
い

方
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

１
　

組
合

コ
ー

ド
に

つ
い

て
は

、
補

助
事

業
者

が
健

康
保

険
組

合
の

場
合

の
み

記
載

す
る

こ
と

。

国
庫

補
助

金
基

本
額

寄
附

金
そ

の
他

の

収
入

額

４
　

F
欄

に
つ

い
て

は
、

E
欄

の
額

に
補

助
率

（
１

／
３

）
を

乗
じ

た
額

の
千

円
未

満
を

切
り

捨
て

た
額

を
記

載
す

る
こ

と
。

国
庫

補
助

金
精

算
額

２
　

D
欄

に
つ

い
て

は
、

B
－

C
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

差
引

額

７
　

J
欄

に
つ

い
て

は
、

H
－

I
 
の

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

補
助

事
業

者
名

国
庫

補
助

金
受

入
済

額
国

庫
補

助
金

交
付

決
定

額
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別紙５別紙１（内訳） 

 

別紙５別紙１（内訳） 
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様式５別紙２ 

 

様式５別紙２ 

 



【参考】 

19 

様式５別紙２（概要） 

 

様式５別紙２（概要） 

 

１
．
事
業
実
施
報
告
書

事
業
区
分

※
　

括
弧

内
及

び
事

業
区

分
の

欄
に

つ
い

て
は

、
以

下
の

事
業

名
の

い
ず

れ
か

を
記

載
す

る
こ

と
。

　
・

保
険

者
協

議
会

中
央

連
絡

会
開

催
事

業

　
・

日
本

健
康

会
議

開
催

等
事

業

○
○

○
事

業

令
和

７
年

度
高

齢
者

医
療

制
度

円
滑

運
営

事
業

費
補

助
金

　
事

業
概

要

（
○

○
○

事
業

）

様
式

５
別

紙
２

（
概

要
）

実
施
年
月

事
業
概
要

備
考
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